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ボイラーは、蒸気や温水を作り供給する装置であり、ボイラーの停止は事業所全体の

操業に大きく影響します。このため、操業時にボイラーが出来るだけ停止しないよう

に、メーカーにおいて設計面・施工面で様々な工夫がなされ、また、ユーザーにおいて

も運用面・管理面で様々な努力がなされています。

ユーザーにおいて、この中心にいるのがボイラー技士、ボイラー取扱作業主任者など

ボイラーの取扱い等の業務に携わる方々です。これらの方々が最大限工夫と努力をする

ことによってボイラー等が最大限の働きをします。

これらの工夫や努力によって、ボイラーの事故の件数は長期的には大幅に減少しまし

たが、爆発・破裂のみならず、火傷、高所からの墜落、酸素欠乏症、一酸化炭素中毒な

どの様々な原因による事故の発生が跡を絶ちません。作業者が死亡したり、重傷を負う

事故も発生しています。ボイラーは、法令上、製造時等検査、性能検査、個別検定を受

検することとなっているため、安全が十分に確保されていると受け取られがちですが、

法令はあくまでも最低基準です。ボイラーの使用方法を誤ったり、ボイラーが故障する

こともあることから、潜在的な危険性が大きいことを前提に取扱う必要がある装置で

す。

前述のように、ボイラーの取扱い作業には多様な危険性が内在しており、また、重篤

な事故につながるおそれもあることから、災害が発生してから再発防止対策を講じるの

ではなく、特に、「先取り安全」が重要です。必要な都度、ボイラーの取扱い作業のリ

スクアセスメントを行い、事故の予防のための対策を講じることが不可欠です。

厚生労働省においては、平成18年に改正・施行された労働安全衛生法第28条の2及び

「危険性又は有害性等の調査等に関する指針」、いわゆる「リスクアセスメント指針」に

基づき、労働災害を予防するための最も重要な対策の一つであるリスクアセスメントの

実施の促進を図っているところです。

このような状況のなか、一般社団法人日本ポイラ協会の取扱い・制御委員会において

は、ボイラー取扱い作業のリスクアセスメントの実施方法について幅広に検討を行うと

ともに、協会の洩格である「ボイラー取扱い作業リスクアセスメント実施要領」の原案

のとりまとめを行ったところです。

本書は、この検討結果を基本に編集したものであり、リスクアセスメントの基本を説

明するとともに、ボイラー取扱い作業のリスクアセスメントの手順、具体的には、危険

源の抽出、リスクの見積り、リスク低減対策等を、ボイラーの取扱い実態を踏まえ、わ

かり易く解説しており、ボイラーに着目したリスクアセスメントを行うた釧こ必要な基

礎的な知識を網羅した初めての書籍であります。



本書が、ボイラー技士、ボイラー取扱作業主任者、ボイラー取扱技能講習や小型ボイ

ラー取扱業務特別教育を修了した方々などボイラー取扱い作業に従事する方々はもちろ
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いてリスクアセスメントの実施を担当する安全スタッフの方々に広く活用され、ボイ

ラーの安全の確保に寄与することを期待しております。

なお、本書の刊行にあたり、全般にわたって、きめ細かな助言をいただいた一般社団
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